
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-04-30

行政処分の理由附記義務違反による取消判決の近時
の例(1)東京高裁令和二年一二月一一日判決をめぐっ
て

(Citation)
自治研究,99(11):43-62

(Issue Date)
2023-11

(Resource Type)
journal article

(Version)
Version of Record

(Rights)
発行元の許可を得て登録しています。

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100495658

中川, 丈久



論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例

は

じ

め

に

行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の

近
時
の
例
（
一
）

東
京
高
裁
令
和
二
年
―
二
月
一

一

は

じ

め

に

二
行
政
処
分
の
理
由
附
記
制
度
（
以
上
、
本
号
）

三
独
占
禁
止
法
へ
の
あ
て
は
め

四
手
続
的
瑕
疵
か
ら
取
消
事
由
へ

五
本
意
見
書
の
結
論

一
日
判
決
を
め
ぐ
っ
て

神
戸
大
学
教
授

本

稿

の

趣

旨

東
京
高
裁
が
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
排
除
措
置
命
令
お
よ
び
課
徴
金
納
付
命
令
（
旧
審
判
手
続
に
よ
る
ほ
ぼ
最
後
の
審
決
）
を
、
理

由
附
記
義
務
違
反
を
理
由
に
取
り
消
す
判
決
を
し
た
の
は
、
令
和
二
年
の
こ
と
で
あ
る
（
噸
瞑
麟
印
コ
竺
苫
炉
峠
訳
）
。
す
で
に
除
斥
期
間
が

過
ぎ
て
い
た
も
の
の
、
公
正
取
引
委
員
会
側
は
上
告
等
を
せ
ず
、
判
決
は
確
定
し
た
。

筆
者
は
、
原
告
側
の
依
頼
に
よ
り
本
件
に
つ
い
て
意
見
書
を
作
成
し
、
本
判
決
は
そ
れ
を
採
用
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
意

見
書
は
、
適
正
手
続
の
保
障
と
行
政
処
分
の
違
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
例
の
到
達
点
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
東
京
高
裁
は

そ
の
判
例
理
論
を
審
判
制
度
に
お
け
る
理
由
附
記
に
応
用
し
た
事
例
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
廃
止
さ
れ
た
審
判
制
度
に
つ
い
て
の
判
決

（
第
9
9
巻
第
十
一
号
）

四

中

川

丈

久



命
令
）

論

説

行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例
（
一
）

と
は
い
え
、
現
在
の
命
令
手
続
へ
の
射
程
を
含
め
、
判
例
評
釈
等
が
諸
種
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
が
、
競
争
法
の
専
門
家
に

よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
本
件
が
、
独
占
禁
止
法
（
口
燻
』
一
応
疇
造
岬
謹
炉
麟
醗
口
鱈
戸
薩
裏
却
『
選
逗
5

)

上
の
優
越
的
地
位
濫
用
の
禁
止

に
か
か
わ
る
事
件
で
あ
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
行
政
法
関
係
者
の
手
に
な
る
論
稿
は
、
わ
ず
か
一
件
し
か
な

(

l

)

 

本
件
は
、
理
由
附
記
義
務
違
反
の
主
張
が
、
い
か
に
実
体
法
上
の
主
張
（
処
分
要
件
の
充
足
性
、
そ
し
て
処
分
選
択
の
妥
当
性
）
と
密
接

に
関
係
し
て
い
る
か
、
し
か
し
ど
こ
で
異
な
る
の
か
（
線
引
き
さ
れ
る
の
か
）
を
示
す
非
常
に
よ
い
具
体
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
、
行
政
法
の
関
係
者
に
こ
の
東
京
高
裁
判
決
を
紹
介
す
る
意
味
を
含
め
て
、
本
意
見
書
の
主
要
部
分
を
、
本
誌
用
に
改
変
し
て
（
前
後

等
を
入
れ
換
え
る
、
固
有
名
詞
の
削
除
な
ど
）
公
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
た
。

事

案

の

概

要

本
件
の
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

公
正
取
引
委
員
会
は
、
同
委
員
会
が
平
成
二
三
年
六
月
二
二
日
付
け
で
株
式
会
社

A
(t
豆
ノ
「
A

」
)
に
対
し
て
し
た
排
除
措
置
命
令
（
コ
〖

闘
麟
尉
麟
詞
竺
t
i
J
汀
）
お
よ
び
課
徴
金
納
付
命
令
（
四
直
二
麟
翫
襲
闘
『
彗
謬
）
に
つ
い
て
、

A
の
審
判
請
求
に
基
づ
き
、
平
成
一
三
年
ニ

月
二

0
日
付
け
で
審
決
（
笠
認
竺
讐
惰
こ
鱈
記
コ
げ
濯
中
）
を
行
っ
た
。

本
意
見
書
は
、
本
件
審
決
の
取
消
請
求
事
件
（
噸
聾
謬
直
噴
麟
紅
芦
）
に
お
け
る
争
点
の
う
ち
、
原
処
分
（
本
件
排
除
措
置
命
令
と
本
件
納
付

の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
絞
っ
て
検
討
し
、
結
論
と
し
て
、
本
件
審
決
は
、
そ
の
全
部
が
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。

行
政
処
分
の
理
由
附
記
制
度

二

関

係

条

文

行
政
処
分
を
す
る
行
政
庁
に
、
処
分
を
す
る
に
あ
た
り
そ
の
理
由
を
記
載
せ
よ
と
い
う
規
律
を
か
け
る
こ
と
を
、

（第

99巻
第
十
一
号
）

一
般
に
「
行
政
処
分
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論

説

行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例
（
一
）
三

（第

99
巻

の
理
由
附
記
義
務
」
（
ま
た
は
、
理
由
提
示
義
務
、
理
由
記
載
義
務
）
と
呼
ぶ
。

独
占
禁
止
法
四
九
条
一
項
は
、
排
除
措
置
命
令
に
つ
き
、
「
文
書
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
い
、
排
除
措
置
命
令
書
に
は
、
違
反
行
為
を
排

除
し
、
又
は
違
反
行
為
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
並
び
に
公
正
取
引
委
員
会
の
認
定
し
た
事
実
及
び
こ
れ
に

対
す
る
法
令
の
適
用
を
示
〔
す
〕
」
こ
と
を
義
務
付
け
、
法
五

0
条
一
項
は
、
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
い
て
、
「
文
書
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行

い
、
課
徴
金
納
付
命
令
書
に
は
、
納
付
す
べ
き
課
徴
金
の
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
、
課
徴
金
に
係
る
違
反
行
為
並
び
に
納
期
限
を
記
載

〔
す
る
〕
」
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
条
文
は
、
排
除
措
置
命
令
お
よ
び
課
徴
金
納
付
命
令
を
、
必
ず
書
面
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
（
書
面
主
義
）
を
定
め
る
と
と
も

に
、
そ
の
書
面
に
は
、
①
処
分
の
法
効
果
（
処
分
が
直
接
に
名
宛
人
に
発
生
さ
せ
る
義
務
；
名
宛
人
が
と
る
べ
き
排
除
措
置
の
内
容
／
名
宛
人
が

納
付
す
べ
き
金
額
と
そ
の
納
期
限
）
と
と
も
に
、
②
処
分
の
理
由
（
「
公
正
取
引
委
員
会
の
認
定
し
た
事
実
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
法
令
の
適
用
」

／
「
そ
の
計
算
の
基
礎
、
課
徴
金
に
係
る
違
反
行
為
」
）
を
記
載
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
独
占
禁
止
法
は
こ
の
ほ
か
に
、
審
判
手
続
に
基
づ
く
審
決
に
つ
い
て
も
理
由
附
記
義
務
を
定
め
る
。
排
除
措
置
命
令
や
課
徴
金

納
付
命
令
に
不
服
な
者
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
（
法
謬
麟
麟
瓢
）
、
審
判
手
続
を
経
て
公
正
取

引
委
員
会
が
す
る
審
決
に
つ
い
て
、
独
占
禁
止
法
は
、
「
文
書
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
い
、
審
決
書
に
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
認
定
し
た

事
実
及
び
こ
れ
に
対
す
る
法
令
の
適
用
並
び
に
納
付
命
令
に
係
る
第
六
十
六
条
第
三
項
の
審
決
に
あ
っ
て
は
、
課
徴
金
の
計
算
の
基
礎
を

示
」
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
（
誌
[
羞
如
）
o

排
除
措
置
命
令
や
課
徴
金
納
付
命
令
と
ま
つ
た

v同
じ
規
定
振
り
で
あ
る
o

二
適
正
手
続
の
保
障

理
由
附
記
義
務
は
、
行
政
処
分
に
お
け
る
適
正
手
続
の
保
障
制
度
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

行
政
処
分
に
お
け
る
適
正
手
続
の
保
障
と
は
、
民
刑
事
裁
判
に
お
け
る
適
正
手
続
の
保
障
と
同
様
の
意
味
で
あ
り
、
行
政
庁
が
実
体
的

に
正
し
い
判
断
を
す
る
よ
う
支
援
す
る
た
め
、
す
な
わ
ち
実
体
的
に
誤
っ
た
行
政
処
分
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
な
限
り
防
ぐ
た
め
、
処

第
十
一
号
）

四
五



分
を
す
る
前
の
時
点
で
、
処
分
の
名
宛
人
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
と
行
政
庁
の
間
で
一
定
の
手
統
上
の
権
利
（
行
政
庁
か
ら
み
れ
ば
手
続

上
の
義
務
）
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。

実
体
的
に
正
し
い
行
政
処
分
と
は
、
①
正
し
い
実
体
的
判
断
基
準
（
処
分
に
つ
い
て
法
令
が
定
め
る
判
断
基
準
）
を
用
い
、
②
正
し
く
事

実
認
定
を
し
、
③
②
に
①
を
正
し
く
あ
て
は
め
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
待
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
行
政
庁
が
こ
の
よ
う
な
正
し
い
判
断
を
す

る
よ
う
確
保
す
る
た
め
の
適
正
手
続
は
、
四
つ
に
類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
法
令
の
運
用
指
針
に
あ
た
る
行
政
内
部
碁
準
の

設
定
開
示
、
⑮
名
宛
人
等
に
対
す
る
事
前
の
反
論
機
会
の
提
供
、
い
そ
の
際
の
証
拠
開
示
、
④
処
分
時
の
理
由
説
明
と
い
う
四
つ
の
手
続

(

2

)

 

上
の
権
利
（
義
務
）
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
行
政
庁
は
、
ま
ず
は
、
自
己
が
用
い
る
実
体
的
な
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
行
政
内
部
基
準
（
行
政
解
釈
ま
た

は
裁
最
行
使
基
準
）
を
設
定
し
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
、
処
分
案
に
対
し
て
、
名
宛
人
等
か
ら
の
反
論
（
し
か
も
証

拠
開
示
を
し
た
う
え
で
）
を
聞
い
て
、
自
ら
の
事
実
認
定
に
誤
り
が
な
い
か
を
確
認
し
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
処
分
の
理
由
を

説
明
す
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
自
己
検
証
の
手
順
を
踏
む
こ
と
に
よ
り
、
行
政
庁
は
、
法
令
の
解
釈
、
事
実
認
定
、
法
の
事
実
へ
の
適
用

と
い
う
す
べ
て
の
判
断
過
程
に
つ
い
て
自
己
検
証
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
行
政
庁
が
こ
れ
ら
の
手
続
を
履
践
す
る
こ
と
で
、
実
体
的
に
適

法
な
行
政
処
分
を
す
る
可
能
性
を
高
め
よ
う
と
い
う
の
が
、
適
正
手
続
の
保
障
の
趣
旨
で
あ
る
。

平
成
五
年
に
制
定
さ
れ
た
行
政
手
続
法
（
麟
」
下
：
に
直
汀
）
は
、
こ
の
よ
う
な
行
政
処
分
に
お
け
る
適
正
手
続
保
障
を
目
的
の
ひ
と
つ
と
し

て
お
り
、
行
政
処
分
（
不
利
益
処
分
と
申
請
に
対
す
る
処
分
の
二
種
類
）
に
つ
い
て
、
前
記
の
四
点
セ
ッ
ト
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

国
申
請
に
対
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
審
査
基
準
を
設
定
し
公
に
す
る
義
務
、
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
は
処
分
基
準
を
設
定
し
公
に
す

る
努
力
義
務

閲
不
利
益
処
分
の
場
合
の
聴
聞
・
弁
明
機
会
付
与
の
義
務
、
申
請
に
対
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
公
聴
会
の
開
催
の
努
力
義
務

い
聴
聞
手
続
に
お
け
る
文
書
閲
覧
権

論

説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例
（
一
）
四

（第
99
巻

第
十
一
号
）
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論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例
（
一
）
五

（第
99
巻

囮
不
利
益
処
分
と
申
請
拒
否
処
分
に
理
由
提
示
の
義
務

(

3

)

 

独
占
禁
止
法
は
、
行
政
手
続
法
を
適
用
除
外
し
て
い
る
が
（
嗅
立
『
条
）
、
排
除
措
置
命
令
や
課
徴
金
納
付
命
令
、
そ
し
て
審
判
手
続
に
よ

る
審
決
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
処
分
を
す
る
に
あ
た
り
、
行
政
手
続
法
と
同
じ
適
正
手
続
の
理
念
は
共
有
し
て
い
る
。

ま
ず
、
排
除
措
置
命
令
に
つ
い
て
み
る
と
、
独
占
禁
止
法
は
、
前
記
四
点
セ
ッ
ト
の
う
ち
、
固
（
反
論
の
機
会
）
と
し
て
、
処
分
の
「
名

あ
て
人
と
な
る
べ
き
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
意
見
を
述
べ
、
及
び
証
拠
を
提
出
す
る
機
会
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を

定
め
、
そ
の
際
に
は
、
「
予
定
さ
れ
る
排
除
措
置
命
令
の
内
容
」
「
公
正
取
引
委
員
会
の
認
定
し
た
事
実
及
び
こ
れ
に
対
す
る
法
令
の
適
用
」

を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（
呼
認
懇
―
-
)
。
そ
し
て
法
五

0
条
六
項
で
、
こ
れ
を
課
徴
金
納
付
命
令
に
準
用
し
て

い
る
。
前
記
団
（
証
拠
開
示
）
の
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
み
て
も
、
行
政
手
続
法
の
弁
明
機
会
付
与
に
ほ
ぽ
等
し
い
反
論
機
会
の
提
供
を

定
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
田
（
理
由
説
明
）
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
、
法
四
九
条
一
項
と
法
五

0
条
一
項
が
定
め
る
。
他
方
で
、
独
占
禁
止
法
は
、

前
記
国
（
行
政
内
部
基
準
の
設
定
開
示
）
に
つ
い
て
特
段
の
定
め
を
置
い
て
い
な
い
が
、
公
正
取
引
委
員
会
が
、
各
種
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

公
に
し
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
行
政
手
続
法
の
表
現
を
使
え
ば
、
排
除
措
置
命
令
や
課
徴
金
納
付
命
令
と
い
う
不
利
益
処
分
の

処
分
基
準
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
設
定
さ
れ
公
に
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

次
に
、
審
決
に
つ
い
て
は
、
閲
（
反
論
の
機
会
）
、
い
（
証
拠
開
示
）
を
審
判
手
続
に
お
い
て
保
障
し
て
お
り
、
④
（
理
由
説
明
）
も
義

務
付
け
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
争
訟
に
対
す
る
審
判
制
度
と
い
う
性
質
上
、
国
（
行
政
内
部
基
準
の
設
定
開
示
）

は
不
要
で
あ
る
。

三
最
高
裁
判
例
に
お
け
る
理
由
附
記
義
務
ー
そ
の
趣
旨
目
的

最
高
裁
判
決
は
昭
和
三
七
年
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
の
制
度
の
趣
旨
が
、
恣
意
的
な
判
断
に
基
づ
く

行
政
処
分
を
防
ぐ
こ
と
（
つ
ま
り
、
実
体
的
な
誤
り
を
予
防
す
る
こ
と
）
に
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

第
十
一
号
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理
由
附
記
義
務
の
趣
旨
に
つ
い
て
述
べ
た
初
め
て
の
最
高
裁
判
決
は
、
最
判
昭
和
三
七
年
―
二
月
二
六
日
民
集
一
六
巻
―
二
号
二
五
五

七
頁
（
口
泡
聾
嘉
鯉
揺
瓢
嘆
訊
鰭
選
霜
）
で
あ
る
。
不
服
申
立
て
に
対
す
る
審
査
決
定
の
理
由
附
記
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
（
な

お
、
不
服
申
立
て
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
請
求
人
の
不
服
の
事
由
に
対
応
し
て
」
と
い
う
一
言
が
加
わ
っ
て
い
る
）
。

「
法
人
税
法
三
五
条
五
項
（
昭
和
三
七
年
法
律
第
六
七
号
に
よ
る
削
除
前
）
が
、
審
査
決
定
の
書
面
に
理
由
を
附
記
す
べ
き
も
の
と
し
て

い
る
の
は
、
訴
顧
法
や
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
裁
決
の
理
由
附
記
と
同
様
に
、
決
定
機
関
の
判
断
を
慎
重
な
ら
し
め
る
と
と
も
に
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

審
査
決
定
が
審
査
機
関
の
恣
意
に
流
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
そ
の
公
正
を
保
障
す
る
た
め
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
理
由
と
し
て

は
、
請
求
人
の
不
服
の
事
由
に
対
応
し
て
そ
の
結
論
に
到
達
し
た
過
程
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
譴
紐
叫
謹
者
。
）

そ
の
後
の
最
高
裁
判
決
は
、
こ
の
「
決
定
機
関
の
判
断
を
慎
重
な
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
…
…
恣
意
に
流
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

そ
の
公
正
を
保
障
す
る
た
め
」
と
い
う
く
だ
り
を
、
行
政
庁
の
恣
意
抑
制
と
、
名
宛
人
の
不
服
申
立
の
便
宜
と
い
う
ふ
た
つ
に
分
け
て
説

た
と
え
ば
、
青
色
申
岩
事
業
者
に
対
す
る
更
正
処
分
の
理
由
附
記
が
争
わ
れ
た
最
判
昭
和
三
八
年
五
月
一
―
―
一
日
民
集
一
七
巻
四
号
六
一

七
頁
（
f
t
w
晶
唸
事
己
疇
麟
嗅
疇
嗜
這
霜
）
は
、
「
一
般
に
、
法
が
行
政
処
分
に
理
由
を
附
記
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
処
分
庁
の
判
断

の
慎
重
・
合
理
性
を
担
保
し
て
そ
の
恣
意
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
処
分
の
理
由
を
相
手
方
に
知
ら
せ
て
不
服
の
申
立
に
便
宜
を
与
え
る

趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
載
を
欠
く
に
お
い
て
は
処
分
自
体
の
取
消
を
免
か
れ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
判
示
す
る
。

法
人
税
等
の
確
定
申
告
に
対
す
る
更
正
処
分
に
つ
い
て
、
理
由
附
記
が
適
切
で
あ
っ
た
か
が
争
わ
れ
た
最
判
昭
和
四
七
年
―
二
月
五
日

民
集
二
六
巻
一

0
号
一
七
九
五
頁
（
鴨
刷
頂
鴻
濯
）
も
、
「
処
分
庁
の
判
断
の
慎
重
、
合
理
性
を
担
保
し
て
そ
の
恣
意
を
抑
制
す
る
と
と
も

に
、
処
分
の
理
由
を
相
手
方
に
知
ら
せ
て
不
服
申
立
の
便
宜
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
更
正
に
附
記
理
由
の
記
載
を
命
じ
た
前
記
法

人
税
法
の
規
定
の
趣
旨
」
と
判
示
す
る
。

明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

論

説

行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例
（
一
）
六

（第
99巻
第
十
一
号
）

四
八



論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例
（
一
）
七

（第
99
巻

四
九

青
色
申
告
承
認
取
消
処
分
に
つ
い
て
の
最
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
五
日
民
集
二
八
巻
三
号
四

0
五
頁
（
門
諄
呵
丘
嘉
鱈
鱈
疇
麟
罰
詞
噸
臼
疇
汀
）

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

目
的
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と

「
よ
っ
て
、
考
え
る
に
、
旧
法
人
税
法
二
五
条
…
…
が
承
認
取
消
し
の
通
知
書
に
こ
の
よ
う
な
附
記
を
命
じ
た
の
は
、
承
認
の
取
消

し
が
右
の
承
認
を
得
た
法
人
に
認
め
ら
れ
る
納
税
上
の
種
々
の
特
典
（
前
五
事
業
年
度
内
の
欠
損
金
額
の
繰
越
し
、
推
計
課
税
の
禁
止
、
更

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

正
理
由
の
附
記
等
）
を
剥
奪
す
る
不
利
益
処
分
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
取
消
事
由
の
有
無
に
つ
い
て
の
処
分
庁
の
判
断
の
慎
重
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

公
正
妥
当
を
担
保
し
て
そ
の
恣
意
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
取
消
し
の
理
由
を
処
分
の
相
手
方
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
不

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

服
申
立
て
に
便
宜
を
与
え
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
青
色
申
告
の
更
正
に
お
け
る
理
由
附
記
の
規
定
（
同
法
三
二
条
）
そ

の
他
一
般
に
法
が
行
政
処
分
に
つ
き
理
由
の
附
記
を
要
求
し
て
い
る
場
合
の
多
く
と
そ
の
趣
旨
、

解
さ
れ
る
。
」

一
級
建
築
士
免
許
取
消
処
分
の
行
政
手
続
法
上
の
理
由
提
示
義
務
に
つ
い
て
の
最
判
平
成
二
三
年
六
月
七
日
民
集
六
五
巻
四
号
二

0
八

一
頁
（
叫
コ
；
｀
譴
囁
）
も
踏
襲
し
て
い
る
。

「
行
政
手
続
法
一
四
条
一
項
本
文
が
、
不
利
益
処
分
を
す
る
場
合
に
同
時
に
そ
の
理
由
を
名
宛
人
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
の
は
、
名
宛
人
に
直
接
に
義
務
を
課
し
又
は
そ
の
権
利
を
制
限
す
る
と
い
う
不
利
益
処
分
の
性
質
に
鑑
み
、
行
政
庁
の
判
断
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

慎
重
と
合
理
性
を
担
保
し
て
そ
の
恣
意
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
処
分
の
理
由
を
名
宛
人
に
知
ら
せ
て
不
服
の
申
立
て
に
便
宜
を
与
え

る
趣
旨
に
出
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
」

以
上
の
よ
う
に
、
昭
和
三
八
年
以
降
の
最
高
裁
判
決
は
、
理
由
附
記
義
務
の
趣
旨
と
し
て
、
行
政
庁
の
判
断
の
慎
重
確
保
と
、
名
宛
人

の
不
服
申
立
便
宜
の
二
点
を
挙
げ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
一
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
名
宛
人
に
不
服
申
立
て
の
便
宜
を
与
え
る

こ
と
を
通
じ
て
、
行
政
庁
の
恣
意
抑
制
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
行
政
処
分
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
で
、
行
政
庁
の
恣
意

的
判
断
を
予
防
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
名
宛
人
が
、
そ
の
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
つ
く
ほ
ど

第
十
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最
高
裁
判
例
に
お
け
る
理
由
附
記
義
務
記
載
の
程
度

さ
て
、
こ
う
し
た
理
由
附
記
義
務
制
度
の
趣
旨
目
的
か
ら
み
て
、
処
分
時
に
、
理
由
を
ど
の
程
度
ま
で
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
か
。
「
ど
の
程
度
の
記
載
を
な
す
べ
き
か
」
（
諷
碍
謬
和
）
、
「
ど
の
程
度
の
理
由
を
提
示
す
べ
き
か
」
（
遷
碍
成
）
の
問
題
で
あ
る
。

曰
行
政
処
分
の
理
由
の
構
造

ま
ず
は
、
行
政
処
分
の
理
由
と
は
、
法
令
解
釈
を
認
定
し
た
事
実
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
排
除
措
置
命
令
と
課
徴
金
納

付
命
令
の
よ
う
な
「
不
利
益
処
分
」
（
彗
鯰
譴
咋
見
よ
立
町
屈
勧
重
）
の
場
合
、
処
分
理
由
は
、
「
処
分
要
件
」
に
関
す
る
理
由
と
、
「
処
分
選
択
」

に
関
す
る
理
由
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
不
利
益
処
分
を
す
る
際
に
、
行
政
庁
は
、
必
ず
、
当
該
事
案
が
、
行
政
処
分
の
要
件
の
該
当
性
（
い
わ
ゆ
る
処
分
事
由
が

あ
る
か
）
を
判
断
し
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
と
、
次
に
、
行
政
処
分
の
選
択
の
妥
当
性
（
ど
の
よ
う
な
処
分
を
選
択
す
る
こ
と
が
妥
当
か
）

を
判
断
す
る
。
た
と
え
ば
、
懲
戒
事
由
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
と
（
処
分
要
件
の
該
当
性
）
、
懲
戒
免
職
処
分
か
ら
戒
告
処
分
ま
で
の
い
ず

れ
を
、
さ
ら
に
は
、
法
律
上
の
懲
戒
処
分
を
行
わ
な
い
と
い
う
選
択
肢
ま
で
含
め
て
、
適
切
な
処
分
を
選
び
取
る
（
処
分
選
択
の
妥
当
性
）
。

四
に
具
体
的
な
理
由
が
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
名
宛
人
が
不
服
申
立
て
を
考
え
る
手
掛
か
り
に
な
る
ほ
ど
の
詳
し
さ
で
理
由
が
説
明
さ

れ
て
は
じ
め
て
、
行
政
庁
側
も
、
慎
重
に
判
断
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
処
分
の
名
宛
人
に
お
い
て
、
当
該
処
分

を
争
う
べ
き
か
ど
う
か
（
不
当
か
納
得
す
る
か
）
を
書
面
か
ら
判
断
で
き
な
い
場
合
、
名
宛
人
は
、
闇
雲
に
す
べ
て
を
争
う
か
、
そ
れ
と

も
争
わ
ず
に
諦
め
る
か
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
、
理
由
附
記
に
求
め
ら
れ
る
不
服
申
立
て
の
便
宜
が
図
ら
れ
な
い
。
こ
れ
で
は
、
行

政
庁
の
正
し
い
判
断
（
正
し
い
法
令
解
釈
、
正
し
い
事
実
認
定
、
正
し
い
法
適
用
）
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
理
由
附
記
の
本
米
の
機
能
が
ま
っ

た
＜
果
た
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
最
高
裁
は
、
繰
り
返
し
、
行
政
庁
の
恣
意
抑
制
と
、
名
宛
人
に
と
っ
て
の
不
服
申
立
て
の
便
宜
と
い
う
二
点
を
組
み
合
わ
せ
て

説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

論

説

行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例
（
一
）
八

（第
99
巻
第
十
一
号
）

五
〇



あ
る
。

論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例
（
一
）
九

（第
99
巻

五

こ
の
よ
う
に
、
不
利
益
処
分
の
理
由
と
は
、
「
処
分
要
件
」
と
「
処
分
選
択
」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
法
令
を
ど
う
解
釈
し
、
事
実
を
ど

う
認
定
し
、
そ
れ
を
ど
う
あ
て
は
め
る
か
と
い
う
形
を
と
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
次
項
口
で
詳
し
く
見
る
と
お
り
、
最
高
裁
判
例
が
不
利
益
処
分
に
求
め
る
理
由
附
記
の
ふ
相
場
水
準
ク
を
、
次
の
よ
う
に
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

原
則
と
し
て
、
処
分
要
件
お
よ
び
処
分
選
択
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

処
分
要
件
、
処
分
選
択
い
ず
れ
で
あ
れ
、
そ
の
法
令
上
の
規
定
に
関
す
る
行
政
内
部
基
準
が
設
定
さ
れ
公
に
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
も
（
ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
が
名
宛
人
に
と
っ
て
当
然
に
明
ら
か
で
な
い
限
り
）
、
説
明
が
必
要
で

③
事
実
と
は
、
具
体
的
な
事
実
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
事
実
認
定
の
仕
方
に
法
令
上
の
限
定
が
あ
る
場
合
は
（
匹
蒻
詞
疇
疇
麟
叩

”
コ
竺
謬
鱈
疇
）
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
定
し
た
か
と
い
う
証
拠
へ
の
言
及
ま
で
必
要
な
こ
と
さ
え
あ
る
。

□
最
高
裁
判
決
の
判
示
し
た
こ
と

以
下
、
最
高
裁
判
決
を
整
理
し
て
お
く
。
と
く
に
、
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
課
税
に
関
す
る
処
分
（
青
色
申
告
事
業
者
に
対
す
る
更
正
処

(

4

)

 

分
や
青
色
申
告
承
認
の
取
消
処
分
）
の
事
例
が
参
考
に
な
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
排
除
措
置
命
令
や
課
徴
金
納
付
命
令
に

比
べ
る
と
、
圧
倒
的
に
大
最
の
処
分
で
あ
り
、
か
つ
実
体
的
判
断
基
準
も
相
対
的
に
明
快
な
更
正
処
分
や
承
認
取
消
処
分
に
つ
い
て
、
最

高
裁
判
決
が
ど
こ
ま
で
詳
し
い
理
由
の
附
記
を
義
務
付
け
て
い
る
か
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

最
高
裁
判
決
は
、
ど
の
程
度
の
理
由
を
記
載
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
個
々
の
行
政
処
分
の
内
容
性
質
に
即
し
て
導
き
出
す

と
い
う
方
法
を
、
昭
和
三
七
年
以
来
一
貰
し
て
採
用
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
最
判
昭
和
三
八
年
は
（
こ
れ
は
、
理
由
附
記
義
務
違
反
を
理
由
に
行
政
処
分
を
取
り
消
し
た
初
め
て
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
）
、
「
ど

の
程
度
の
記
載
を
な
す
べ
き
か
は
、
処
分
の
性
質
と
理
由
附
記
を
命
じ
た
各
法
律
の
規
定
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
て
こ
れ
を
決
定
す
べ

第
十
一
号
）



き
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
本
件
の
場
合
は
、
青
色
申
告
事
業
者
に
対
す
る
増
額
更
正
処
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
所
得
税
法
の
青

色
申
告
制
度
が
、
帳
簿
の
記
載
を
す
る
納
税
者
に
種
々
の
特
典
を
与
え
る
制
度
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
「
そ
の
帳
薄
の
記
載
を
無

視
し
て
更
正
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
旨
を
納
税
者
に
保
証
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
二
項
が
附
記
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
理
由
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
特
に
帳
簿
書
類
の
記
載
以
上
に
信
憑
力
の
あ
る
資
料
を
摘
示
し
て
処
分
の
具
体
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
必
要
と
解
す
る
」

と
い
う
。
つ
ま
り
、
証
拠
が
何
か
ま
で
附
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
人
税
等
の
確
定
申
告
に
対
す
る
更
正
処
分
に
つ
い
て
、
理
由
附
記
が
適
切
で
あ
っ
た
か
が
争
わ
れ
た
最
判
昭
和
四
七
年
は
、
税
額
計

算
の
基
礎
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
し
か
し
、
③
を
除
く
前
記
各
加
算
項
目
の
記
載
か
ら
、
右
主
張
の
ご
と
き
更
正
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
、
そ
の
記
載
を
も
つ
て
し
て
は
、
更
正
に
か
か
る
金
額
が
い
か
に
し
て
算
出
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
が
な
に
ゆ
え
に

X
の
課
税
所
得
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
れ
る
の
か
等
の
具
体
的
根
拠
を
知
る
に
由
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
」

な
お
、
納
税
に
不
足
額
が
あ
る
場
合
は
、
増
額
更
正
処
分
を
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
は
な
く
、
ま
た
、
不
足
額
の
一
部
の
み
納
税
さ
せ

る
と
い
う
選
択
肢
も
な
く
、
常
に
、
全
不
足
額
に
つ
い
て
増
額
更
正
処
分
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
で
は
、

更
正
処
分
の
選
択
に
つ
い
て
の
理
由
の
説
明
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

青
色
申
告
承
認
取
消
処
分
に
つ
い
て
の
最
判
昭
和
四
九
年
は
、
処
分
要
件
の
該
当
性
の
み
な
ら
ず
、
処
分
選
択
の
妥
当
性
に
つ
い
て

も
、
理
由
を
説
明
せ
よ
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
旧
法
人
税
法
二
五
条
の
規
定
を
み
る
に
、
同
条
八
項
各
号
に
掲
げ
ら
れ
た
承
認
取
消
し
の
事
由
は
、
青
色
申
告
制
度
の
基
盤
を
な

す
納
税
者
の
誠
実
性
な
い
し
そ
の
帳
簿
書
類
の
信
頼
性
が
欠
け
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
類
型
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
事
案

に
お
い
て
い
か
な
る
事
実
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
特
に
同
項
三
号
の
取
消
事
由
は
極
め
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

概
括
的
で
具
体
性
に
乏
し
い
た
め
、
取
消
通
知
書
に
同
号
に
該
当
す
る
旨
附
記
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
処
分
の
相
手
方
は
、
帳
簿
書
類
の

論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例

1
0
 

（第
99
巻
第
十
一
号
）

五



論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例

（
第

99巻

第
十
一
号
）

五

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

記
載
事
項
の
全
体
に
つ
い
て
そ
の
真
実
性
が
疑
わ
し
い
と
さ
れ
た
理
由
が
、
取
引
の
全
部
又
は
一
部
を
隠
ぺ
い
し
若
し
く
は
仮
装
し
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
の
理
由
に
よ
る
の
か
、
ま
た
、
右
の
隠
ぺ
い
又
は
仮
装
が
帳
薄
書
類
の
ど
の
部
分
に
お
け
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
か
な
る
取
引
に
関
す
る
の
か
等
を
、
そ
の
通
知
書
に
よ
っ
て
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
承
認
の
取
消
し
は
、
形
式
上
同
項
各
号
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
れ
ば
必
ず
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
現

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

実
に
取
り
消
す
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
場
合
の
事
情
に
応
じ
、
処
分
庁
が
合
理
的
裁
最
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
か
ら
、
処
分
の
相
手
方
と
し
て
は
、
そ
の
通
知
書
の
記
載
か
ら
い
か
な
る
態
様
、
程
度
の
事
実
に
よ
っ
て
当
該
取
消
し
が
さ
れ
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
処
分
に
つ
き
裁
最
権
行
使
の
適
否
を
争
う
的
確
な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
な
い
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
同
条
九
項
後
段
の
規
定
は
、
そ
の
文
言
上
だ
け
か
ら
は
、
一
見
、
取
消
し
が
同
条
八
項
各
号
の
い
ず
れ

に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
の
み
を
附
記
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
も
の
の
よ
う
に
み
え
な
い
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
前

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

記
理
由
附
記
の
趣
旨
、
目
的
に
そ
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
他
方
、
そ
の
よ
う
な
不
十
分
な
附
記
で
足
り
る
と
す
る
特

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

段
の
合
理
的
理
由
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
取
消
し
を
行
な
う
処
分
庁
と
し
て
は
、
既
に
具
体
的
な
取
消
事
由
に
つ
い
て
の
調
査
を
経

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
具
体
的
に
処
分
の
相
手
方
に
通
知
す
べ
き
も
の
と
し
て
も
、
さ
ほ
ど
困
難
な
事
務
処
理
を
強
い
ら
れ
る
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
）
か
ら
、
同
条
八
項
三
号
に
お
け
る
よ
う
に
該
当
号
数
を
示
し
た
だ
け
で
は
取
消
し
の
基
因
と
な
っ
た
具
体
的
事

実
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
通
知
書
に
当
該
号
数
を
附
記
す
る
の
み
で
は
足
り
ず
、
右
基
因
事
実
自
体
に
つ
い
て
も
処
分

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
相
手
方
が
具
体
的
に
知
り
う
る
程
度
に
特
定
し
て
摘
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解

し
て
も
、
必
ず
し
も
所
論
の
い
う
よ
う
に
同
条
項
の
文
理
及
び
立
法
経
過
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、

同
条
項
が
前
記
青
色
申
告
の
更
正
の
理
由
附
記
に
関
す
る
規
定
と
そ
の
形
式
を
異
に
す
る
点
も
、
承
認
取
消
処
分
と
更
正
処
分
の
性

質
、
内
容
の
違
い
を
考
慮
す
れ
ば
、
い
ま
だ
右
の
解
釈
を
妨
げ
る
根
拠
と
す
る
に
足
り
な
い
。
」



こ
の
間
、
独
占
禁
止
法
の
事
件
で
、
理
由
附
記
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
が
二
件
あ
る
。

最
判
昭
和
五
三
年
四
月
四
日
民
集
三
二
巻
三
号
五
一
五
頁
（
昨
直
芸
哄
迎
酌
翫
這
謬
繹
遷
譴
汀
）
は
、
勧
告
審
決
書
に
お
け
る
事
実
の
記
載

の
趣
旨
を
、
適
正
手
続
と
し
て
の
理
由
附
記
で
は
な
く
、
処
分
内
容
を
特
定
す
る
た
め
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
判
決
は
、
本
件
排
除
措
置
命
令
や
本
件
納
付
命
令
の
理
由
附
記
義
務
に
関
す
る
先
例
と
は
い
え
な
い

が
、
処
分
の
特
定
性
と
い
う
観
点
か
ら
璽
要
な
視
点
を
提
供
す
る
（
虚
窪
戸
ぶ

l

烹
翫
鯰
蒻
鰐
呻
）
。

「
勧
告
審
決
も
審
決
で
あ
る
か
ら
、
法
五
七
条
の
適
用
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
審
決
書
に
は
公
正
取
引
委
員
会
の
認
定
し
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

事
実
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
示
す
べ
き
事
実
と
は
、
勧
告
に
際
し
公
正
取
引
委
員
会
が
認
め
た
事
実
（
法
四
八
条
一

、
、
、
、
、
、

項
）
、
す
な
わ
ち
勧
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
実
（
公
正
取
引
委
員
会
の
審
査
及
び
審
判
に
関
す
る
規
則
二

0
条
一
項
一
号
）
を
意
味
す
る
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
と
解
す
る
の
が
、
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
勧
告
審
決
を
す
る
段
階
に
お
い
て
は
公
正
取
引
委
員
会
は
も
は
や
事
実
の
認
定
を
行
う

も
の
で
は
な
く
、
勧
告
審
決
書
に
事
実
を
示
す
趣
旨
は
、
前
述
の
勧
告
審
決
の
性
質
に
か
ん
が
み
、
排
除
措
置
と
の
関
係
に
お
い
て
排

除
さ
れ
る
べ
き
違
反
行
為
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
審
決
の
一
事
不
再
理
の
効
力
と
の
関
係
に
お
い
て
事
実
を
特
定
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

も
う
ひ
と
つ
は
、
最
判
平
成
一
九
年
四
月
一
九
日
判
時
一
九
七
二
号
八
一
頁
（
疇
遠
認
直
疇
八
訊
鰭
讀
譴
□

つ
以
）
は
、
独
占
禁
止
法
（
紅
麟
町
芸
畔

鱈
詰
認
）
は
、
審
判
審
決
の
取
消
訴
訟
の
上
告
審
判
決
で
あ
り
、
行
政
処
分
を
す
る
し
な
い
の
選
択
判
断
に
つ
い
て
の
理
由
附
記
が
あ
っ

た
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

同
法
五
四
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
審
判
手
続
を
経
た
後
、
同
法
三
条
の
不
当
な
取
引
制
限
の
禁
止
の
規
定
に
違
反

す
る
行
為
が
既
に
な
く
な
っ
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
「
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
に
は
、
審
決
を
も
っ
て
、
被
審

人
に
対
し
、
当
該
行
為
が
既
に
な
く
な
っ
て
い
る
旨
の
周
知
措
置
そ
の
他
当
該
行
為
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
法
五
七
条
一
項
は
、
審
決
書
に
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
認
定
し
た
事
実

論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例

（第
99
巻
第
十
一
号
）

五
四



論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
遠
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例

（
第

99
巻

お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
法
令
の
適
用
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
て
い
た
。

最
高
裁
は
、
「
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
理
由
が
、
審
決
書
に
記
さ
れ
て
お
ら
ず
違
法
で
あ
っ
た
と
し
た

原
審
判
決
を
取
り
消
し
、
「
特
に
必
要
と
解
す
る
と
き
」
と
い
う
表
題
の
も
と
で
整
理
し
て
書
か
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
判

断
の
根
拠
と
な
る
具
体
的
な
事
実
関
係
は
、
次
の
と
お
り
、
審
決
書
に
お
い
て
す
べ
て
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
本
件
審
決
書
に
は
、
同
項
所
定
の
『
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
』
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
判
断
の
基
礎
と
な
っ
た
上
告

人
の
認
定
事
実
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
明
確
に
特
定
し
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

…
…
本
件
審
決
書
の
記
載
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
上
告
人
は
、
…
…
と
い
う
認
定
事
実
を
基
礎
と
し
て
「
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
』
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
本
件
審
決
書
に
は
、
独
禁
法
五
四
条
二

項
所
定
の
「
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
判
断
の
基
礎
と
な
っ
た
上
告
人
の
認
定
事
実
が
示
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」

最
判
平
成
二
三
年
（
一
級
建
築
士
免
許
取
消
処
分
）
は
、
建
築
士
法
に
基
づ
く
建
築
士
免
許
取
消
処
分
に
つ
い
て
、
「
〔
行
政
手
続
法
一
四
条
〕

に
基
づ
い
て
ど
の
程
度
の
理
由
を
提
示
す
べ
き
か
は
、
上
記
の
よ
う
な
同
項
本
文
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
当
該
処
分
の
根
拠
法
令
の
規
定
内

容
、
当
該
処
分
に
係
る
処
分
基
準
の
存
否
及
び
内
容
並
び
に
公
表
の
有
無
、
当
該
処
分
の
性
質
及
び
内
容
、
当
該
処
分
の
原
因
と
な
る
事

実
関
係
の
内
容
等
を
総
合
考
慮
し
て
こ
れ
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
処
分
要
件
と
処
分
選
択
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
理

由
を
説
明
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
と
く
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
処
分
基
準
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
も

な
お
、
な
ぜ
そ
の
処
分
が
選
択
さ
れ
た
か
が
名
宛
人
に
は
理
解
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
処
分
基
準
を
ど
の
よ
う
に
あ
て
は
め
た
の
か
の

説
明
ま
で
要
求
し
て
い
る
。

「
こ
の
見
地
に
立
っ
て
建
築
士
法
一

0
条
一
項
二
号
又
は
三
号
に
よ
る
建
築
士
に
対
す
る
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
見
る
と
、
同
項
二
号

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び
三
号
の
定
め
る
処
分
要
件
は
い
ず
れ
も
抽
象
的
で
あ
る
上
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
場
合
に
同
項
所
定
の
戒
告
、
一
年
以
内
の
業
務

第
十
一
号
）

五
五



本
件
に
お
い
て
、
一
級
建
築
士
免
許
取
消
処
分
の
通
知
書
に
は
、
処
分
の
理
由
と
し
て
、
次
の
と
お
り
記
載
さ
れ
て
い
た
。

「
あ
な
た
は
、
北
海
道
札
幌
市
中
央
区
…
…
を
敷
地
と
す
る
建
築
物
の
設
計
者
と
し
て
、
建
築
基
準
法
令
に
定
め
る
構
造
基
湘
に
適

合
し
な
い
設
計
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
り
耐
霞
性
等
の
不
足
す
る
構
造
上
危
険
な
建
築
物
を
現
出
さ
せ
た
。

ま
た
、
北
海
道
札
幌
市
東
区
…
…
を
敷
地
と
す
る
建
築
物
の
設
計
者
と
し
て
、
構
造
計
算
書
に
偽
装
が
見
ら
れ
る
不
適
切
な
設
計
を

行
っ
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

停
止
又
は
免
許
取
消
し
の
い
ず
れ
の
処
分
を
選
択
す
る
か
も
処
分
行
政
庁
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
建
築
士
に
対
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

上
記
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
は
、
処
分
内
容
の
決
定
に
関
し
、
本
件
処
分
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
処
分
基
準
は
、
意
見

公
募
の
手
続
を
経
る
な
ど
適
正
を
担
保
す
べ
き
手
厚
い
手
続
を
経
た
上
で
定
め
ら
れ
て
公
に
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
、

前
記
…
…
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
多
様
な
事
例
に
対
応
す
べ
く
か
な
り
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
建
築
士
に
対
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
上
記
懲
戒
処
分
に
際
し
て
同
時
に
示
さ
れ
る
べ
き
理
由
と
し
て
は
、
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
及
び
処
分
の
根
拠
法
条
に
加
え
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

本
件
処
分
基
準
の
適
用
関
係
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
処
分
の
名
宛
人
に
お
い
て
、
上
記
事
実
及
び
根
拠
法
条
の
提
示
に
よ
っ
て
処
分
要

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

件
の
該
当
性
に
係
る
理
由
は
知
り
得
る
と
し
て
も
、
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
処
分
基
準
の
適
用
に
よ
っ
て
当
該
処
分

が
選
択
さ
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
が
通
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
見
る
と
、
…
…
そ
の
複

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

雑
な
基
泄
の
下
で
は
、
上
告
人
Xl
に
お
い
て
、
上
記
事
実
及
び
根
拠
法
条
の
提
示
に
よ
っ
て
処
分
要
件
の
該
当
性
に
係
る
理
由
は
相
応

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
知
り
得
る
と
し
て
も
、
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
処
分
基
池
の
適
用
に
よ
っ
て
免
許
取
消
処
分
が
選
択
さ
れ
た
の
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
本
件
の
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
行
政
手
続
法
一
四
条
一
項
本

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

文
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
同
項
本
文
の
要
求
す
る
理
由
提
示
と
し
て
は
十
分
で
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
本
件
免
許
取
消
処
分

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

は
、
同
項
本
文
の
定
め
る
理
由
提
示
の
要
件
を
欠
い
た
違
法
な
処
分
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
取
消
し
を
免
れ
な
い
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
」

論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例

一
四

（
第

99巻

第
十
一
号
）

五
六



論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例

一
五

（
第

99
巻

第
十
一
号
）

五
七

こ
の
こ
と
は
、
建
築
士
法
第
一

0
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
し
、

び
信
用
を
著
し
く
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
、
本
件
の
処
分
の
書
面
に
は
、
処
分
要
件
該
当
性
と
、
処
分
選
択
の
理
由
は
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
高
裁

判
決
は
、
そ
れ
で
も
理
由
附
記
が
不
足
し
て
い
る
と
し
て
、
免
許
取
消
処
分
を
取
り
消
し
た
の
で
あ
る
。
行
政
手
続
法
一
四
条
一
項
は
、

「
当
該
不
利
益
処
分
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
き
わ
め
て
簡
略
な
条
文
で
あ
る
が
、
そ
の
「
処
分
の
理
由
」
に
つ
い

て
、
前
記
の
よ
う
に
詳
し
く
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
特
許
審
決
の
理
由
附
記
が
不
十
分
だ
と
し
た
例
と
し
て
、
最
判
昭
和
五
九
年
三
月
一
三
日
判
時
―
―
一
九
号
一
三
五
頁
を
挙

げ
て
お
く
（
い
わ
ゆ
る
不
利
益
処
分
で
は
な
い
）
。

「
特
許
法
は
、
特
許
に
無
効
原
因
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
直
接
当
該
特
許
の
取
消
な
い
し
は
無
効
確
認
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
を
認
め
ず
、
特
許
を
無
効
に
す
る
た
め
の
手
続
と
し
て
、
民
事
訴
訟
手
続
に
準
じ
た
審
判
手
続
を
設
け
、
特
許
無
効
の
審
判
を

請
求
し
た
者
と
特
許
権
者
と
を
当
事
者
と
し
て
関
与
さ
せ
、
特
許
の
無
効
原
因
の
存
否
に
つ
い
て
専
門
的
知
識
経
験
を
有
す
る
審
判
官

に
よ
る
審
理
判
断
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
審
決
に
対
し
て
は
取
消
訴
訟
に
お
い
て
専
ら
審
決
の
適
法
違
法
の

、
、
、
、
、
、
、

み
を
争
わ
せ
、
特
許
の
適
否
は
審
決
の
適
否
を
通
じ
て
の
み
間
接
に
こ
れ
を
争
わ
せ
る
に
と
ど
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
趣
旨
と
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
こ
ろ
は
、
特
許
に
無
効
原
因
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
右
審
判
手
統
に
お
い
て
法
律
上
及
び
事
実
上
の
争
点
に
つ
い
て
十
分

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
審
理
判
断
を
す
べ
き
も
の
と
す
る
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
特
許
法
は
、
右
取
消
訴
訟
を
東
京
高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と
し

て
事
実
審
を
一
審
級
省
略
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
特
許
の
無
効
原
因
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
審
判
手
続
に
お

い
て
当
事
者
の
関
与
の
も
と
に
十
分
な
審
理
判
断
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
る
と
、
特
許
法
一
五
七
条
二
項
四
号
が
審
決
を
す
る
場
合
に
は
審
決
書
に
理
由
を
記
載
す
べ
き
旨
定
め
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
る
趣
旨
は
、
審
判
官
の
判
断
の
慎
重
、
合
理
性
を
担
保
し
そ
の
恣
意
を
抑
制
し
て
審
決
の
公
正
を
保
障
す
る
こ
と
、
当
事
者
が
審
決

一
級
建
築
士
に
対
し
社
会
が
期
待
し
て
い
る
品
位
及
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
対
す
る
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
の
に
便
宜
を
与
え
る
こ
と
及
び
審
決
の
適
否
に
関
す
る
裁
判
所
の
審
査
の
対

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

象
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
審
決
書
に
記
載
す
べ
き
理
由
と
し
て
は
、
当
該
発
明
の
属
す
る

技
術
の
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
の
技
術
上
の
常
識
又
は
技
術
水
準
と
さ
れ
る
事
実
な
ど
こ
れ
ら
の
者
に
と
つ
て
顕
著

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
事
実
に
つ
い
て
判
断
を
示
す
場
合
で
あ
る
な
ど
特
段
の
事
由
が
な
い
限
り
、
前
示
の
よ
う
な
審
判
に
お
け
る
最
終
的
な
判
断
と
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
、
そ
の
判
断
の
根
拠
を
証
拠
に
よ
る
認
定
事
実
に
基
づ
き
具
体
的
に
明
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
審
決
書
に
は
、
本
件
第
一
発
明
に
つ
い
て
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

特
許
が
特
許
法
二
九
条
二
項
の
規
定
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
す
る
理
由
と
し
て
は
、
『
本
件
特
許
の
上
記
第
一
番
目
の
発
明
に
お
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
、
そ
の
余
の
成
分
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
該
成
分
は
い
ず
れ
も
上
記
成
分
と
同
様
に
使
用
で
き
る
相
互
置
換
容
易
の
化
合

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

物
で
あ
り
、
さ
ら
に
生
成
染
料
に
つ
い
て
、
本
件
特
許
明
細
書
に
は
、
該
染
料
が
、
あ
る
特
定
の
成
分
を
使
用
し
た
場
合
の
み
著
し
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

価
値
あ
る
も
の
と
す
べ
き
十
分
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
夫
夫
の
生
成
染
料
は
上
記
染
料
と
同
程
度
の
価
値
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
の
と
し
て
の
認
識
を
出
て
い
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
」
と
の
記
載
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
を

原
判
示
の
本
件
審
決
書
の
そ
の
余
の
記
載
に
照
ら
し
て
考
察
し
て
も
、
右
理
由
の
記
載
は
、
本
件
第
一
発
明
に
お
い
て
ジ
ア
ゾ
成
分
の

X
と
し
て
シ
ア
ン
以
外
の
成
分
、
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
成
分
の

Y
と
し
て
ア
シ
ル
ア
ミ
ノ
以
外
の
成
分
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
た
場
合
に
つ
い
て

は
、
シ
ア
ン
及
び
ア
シ
ル
ア
ミ
ノ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
引
用
例
の
発
明
と
は
成
分
の
置
換
が
容
易
で
あ
り
、
ま
た
、
生
成
染
料

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
同
程
度
の
価
値
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ば
結
論
的
に
示
す
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
根
拠
を
証
拠
に
よ
る

、
、
、
、
．
ヽ
ヽ
ヽ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

認
定
事
実
に
基
づ
き
具
体
的
に
明
示
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
特
段
の
事
由
が
認
め
ら
れ
な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
本
件
第
一

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

発
明
の
よ
う
な
染
料
の
技
術
分
野
に
お
け
る
発
明
に
つ
い
て
の
特
許
が
右
規
定
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
す
る
判
断
を
示
す
に
つ
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
、
右
程
度
の
記
載
を
も
つ
て
法
の
要
求
す
る
審
決
理
由
を
記
載
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
つ
て
、
本
件
審
決
中

本
件
第
一
発
明
に
関
す
る
部
分
は
違
法
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
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最
高
裁
判
例
に
お
け
る
理
由
附
記
義
務
ー
そ
の
他
の
事
項

こ
の
ほ
か
、
最
高
裁
判
決
は
、
次
の
こ
と
を
追
加
し
て
判
示
す
る
。

第
一
に
、
除
斥
期
間
と
の
関
係
で
あ
る
。
理
由
附
記
義
務
違
反
な
ど
、
適
正
手
続
違
反
を
理
由
に
、
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
手

続
を
正
し
た
う
え
で
再
度
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
（
鱈
譴
詞
這
麟
犀
―
―
-
)
、
当
該
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
除
斥
期
間
が
定
め

ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
は
再
度
の
処
分
が
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
手
続
的
瑕
疵
を
理

(

5

)

 

由
と
し
て
行
政
処
分
の
取
消
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

最
判
昭
和
四
七
年
は
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
捉
え
て
、
手
続
違
反
を
理
由
に
取
消
判
決
を
す
る
こ
と
の
意
義
と
捉
え
て
い
る
。
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

「
そ
し
て
、
更
正
が
附
記
理
由
不
備
の
ゆ
え
に
訴
訟
で
取
り
消
さ
れ
る
と
き
は
、
更
正
期
間
の
制
限
に
よ
り
あ
ら
た
な
更
正
を
す
る

余
地
の
な
い
こ
と
が
あ
る
な
ど
処
分
の
相
手
方
の
利
害
に
影
郷
育
を
及
ぽ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
審
査
裁
決
に
理
由
が
附
記
さ
れ
た
か
ら
と

い
つ
て
、
更
正
を
取
り
消
す
こ
と
が
所
論
の
よ
う
に
無
意
味
か
つ
不
必
要
な
こ
と
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
」

第
二
に
、
処
分
理
由
の
記
載
以
外
の
ソ
ー
ス
か
ら
理
由
を
知
っ
た
、
ま
た
は
、
名
宛
人
が
自
ら
推
測
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
処
分
の
理

由
附
記
に
代
え
る
（
そ
の
不
十
分
さ
が
補
填
さ
れ
る
）
関
係
に
は
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

最
判
昭
和
三
七
年
は
、
「
こ
の
こ
と
は
、
請
求
人
が
棄
却
の
理
由
を
推
知
で
き
る
場
合
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
最
判
昭
和
四
九
年
も
、
「
そ
こ
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
附
記
の
内
容
及
び
程
度
は
、
特
段
の
理
由
の
な
い
か

ぎ
り
、
い
か
な
る
事
実
関
係
に
基
づ
き
い
か
な
る
法
規
を
適
用
し
て
当
該
処
分
が
さ
れ
た
の
か
を
、
処
分
の
相
手
方
に
お
い
て
そ
の
記
載

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

自
体
か
ら
了
知
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
抽
象
的
に
処
分
の
根
拠
規
定
を
示
す
だ
け
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
規
定
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

適
用
の
原
因
と
な
っ
た
具
体
的
事
実
関
係
を
も
当
然
に
知
り
う
る
よ
う
な
例
外
の
場
合
を
除
い
て
は
、
法
の
要
求
す
る
附
記
と
し
て
十
分

で
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
す
る
。
最
判
昭
和
四
九
年
は
、
「
所
論
は
、
更
に
、
一
般
的
に
は
取
消
し
の
基
因
と
な
っ
た
事

第
十
一
号
）

五
九



実
を
附
記
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
処
分
の
相
手
方
に
お
い
て
現
実
に
右
事
実
を
了
知
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
自
認
し
て
い

た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
附
記
を
要
し
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
旨
主
張
す
る
が
、
右
附
記
を
命
じ
た
規
定
の
趣
旨
が
、
処
分
の

相
手
方
の
不
服
申
立
て
に
便
宜
を
与
え
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
処
分
自
体
の
慎
厭
と
公
正
妥
当
を
担
保
す
る
こ
と
に
も
あ
る
こ
と
か
ら
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
ば
、
取
消
し
の
基
因
た
る
事
実
は
通
知
書
の
記
載
自
体
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
、
相
手
方
の
知
、
不
知
に
は
か

、
、
、
、
、
、
、
、

(

6

)

か
わ
り
が
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

そ
れ
ゆ
え
、
行
政
処
分
が
さ
れ
た
後
に
行
政
庁
か
ら
理
由
を
聞
か
さ
れ
た
場
合
（
た
と
え
ば
、
当
該
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
の
審

理
な
ど
に
お
い
て
、
行
政
庁
か
ら
詳
細
な
理
由
が
示
さ
れ
た
場
合
）
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
処
分
時
の
理
由
附
記
義
務
違
反
と
い
う
違
法
事

由
（
瑕
疵
）
を
治
癒
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
誤
っ
た
処
分
を
あ
ら
か
じ
め
防
ぐ
の
が
理
由
附
記
等
の
適
正
手
続
を
求
め
る
趣
旨
だ
か

ら
で
あ
る
。
前
記
の
最
判
昭
和
四
七
年
は
、
手
続
的
瑕
疵
の
事
後
的
な
治
癒
を
否
定
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
処
分
庁
と
異
な
る
機
関
の
行
為
に
よ
り
附
記
理
由
不
備
の
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
処
分
そ
の
も
の
の
慎
重
、
合
理

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

性
を
確
保
す
る
目
的
に
そ
わ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
処
分
の
相
手
方
と
し
て
も
、
審
査
裁
決
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
具
体
的
な
処
分
根
拠

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
知
ら
さ
れ
た
の
で
は
、
そ
れ
以
前
の
審
査
手
続
に
お
い
て
十
分
な
不
服
理
由
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
不
利
益
を
免
れ

な
い
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
更
正
に
お
け
る
附
記
理
由
不
備
の
瑕
疵
は
、
後
日
こ
れ
に
対
す
る
審
査
裁
決
に
お
い
て
処
分
の
具
体
的
根
拠

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
治
癒
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

行
政
処
分
が
さ
れ
る
前
の
段
階
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

ま
ず
、
処
分
の
た
め
の
調
査
時
点
で
、
名
宛
人
に
嫌
疑
事
実
が
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
処
分
理
由
附
記
に

代
わ
る
も
の
（
附
記
の
不
十
分
さ
を
補
完
す
る
）
関
係
に
は
な
い
。
調
査
時
点
の
嫌
疑
事
実
と
、
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
が
同
じ
と
は

限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
判
昭
和
四
九
年
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
所
論
は
、
承
認
の
取
消
し
に
当
た
つ
て
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
税
務
調
査
の
過
程
で
帳
簿
書
類
の
不
備
、
不
正
の
点
が
具
体
的
に

論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例

八

（第
99
巻
第
十
一
号
）

ハ
0



論
説
行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例

一
九

（
第

99巻

問
題
と
さ
れ
、
承
認
取
消
処
分
と
同
時
に
更
正
処
分
が
行
な
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
処
分
の
相
手
方
は
具
体
的

な
取
消
事
由
を
十
分
了
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
の
う
え
更
に
、
取
消
通
知
書
に
右
事
由
を
附
記
さ
せ
る
べ
き
合
理
的
理
由
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
税
務
調
査
の
過
程
に
お
い
て
帳
簿
書
類
の
不
備
等
が
指
摘
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
処
分
庁
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

最
終
的
判
断
と
し
て
い
か
な
る
事
実
を
取
消
事
由
と
認
め
た
の
か
を
知
り
う
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
承
認
取
消
処
分
が
常
に
理
由

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
附
記
さ
れ
た
更
正
処
分
を
伴
う
と
も
限
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
取
消
通
知
書
に
事
実
の
附
記
が
な
く
て
も
処
分
の
相
手
方
が
具
体

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
な
取
消
事
由
を
知
り
う
る
の
が
通
例
で
あ
る
と
は
、
と
う
て
い
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

同
様
に
、
行
政
処
分
の
前
に
提
供
さ
れ
る
反
論
機
会
（
聴
聞
、
弁
明
機
会
そ
の
他
の
意
見
聴
取
の
機
会
）
に
お
い
て
、
処
分
「
案
」
の
「
理

由
」
が
示
さ
れ
た
り
、
意
見
聴
取
の
際
に
行
政
庁
側
か
ら
具
体
的
事
実
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
い

ず
れ
も
、
処
分
の
理
由
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
処
分
「
案
」
の
理
由
で
あ
る
。
処
分
の
理
由
と
同
じ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
違
う
こ
と
も
あ
り

う
る
。
反
論
機
会
が
有
効
に
機
能
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
両
者
は
異
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
処
分
案
の
理
由
の
説
明
や
、
聴
聞

時
の
理
由
の
説
明
を
も
っ
て
、
処
分
時
の
理
由
附
記
の
不
十
分
さ
が
治
癒
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
(
]
碍
達
芦
正
茫
認
杞
認
疇

乾
詮
」
・
戸
岬
）
。
な
お
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
最
高
裁
判
決
は
ま
だ
な
い
。

(
l
)
箪
者
が
見
つ
け
た
の
は
、
興
津
征
雄
•
新
・
判
例
解
説
W
a
t

c
h
二
九
号
二
五
五
頁
だ
け
で
あ
る
（
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
上
、
非
常
に
圧
縮

さ
れ
た
論
稿
で
あ
る
）
。
私
に
も
評
釈
の
依
頼
は
あ
っ
た
が
、
意
見
書
を
執
筆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
お
断
り
し
た
。

(

2

)

こ
の
四
つ
は
、
「
適
正
手
続
四
原
則
」
（
塩
野
宏
『
行
政
法
I

（
第
六
版
）
』
（
有
斐
閣
、
二

0
一
五
年
）
二
九
五
頁
）
、
「
四
点
セ
ッ
ト
」
（
中

川
丈
久
「
行
政
手
続
法
の
整
備
」
行
政
法
研
究
三

0
号
（
二

0
一
九
年
）
三
頁
・
五
頁
）
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(

3

)

独
占
禁
止
法
が
、
行
政
手
続
法
を
適
用
し
た
う
え
で
そ
の
一
部
を
修
正
す
る
特
別
法
と
い
う
位
置
付
け
で
は
な
く
、
行
政
手
続
法
そ
の
も

の
を
適
用
除
外
に
し
た
理
由
は
、
詳
ら
か
で
は
な
い
。
独
占
禁
止
法
が
行
政
手
続
法
制
定
よ
り
以
前
か
ら
、
厳
格
な
適
正
手
続
で
あ
る
審
判

手
続
を
定
め
て
き
た
と
い
う
経
緯
の
ほ
か
、
行
政
手
続
法
が
行
政
処
分
の
書
面
主
義
を
採
用
し
て
い
な
い
の
に
対
し
、
独
占
禁
止
法
は
書
面

第
十
一
号
）

/‘ 
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行
政
処
分
の
理
由
附
記
義
務
違
反
に
よ
る
取
消
判
決
の
近
時
の
例
（
一
）

二
0

（
第
9
9
巻

第
十
一
号
）

主
義
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
行
政
手
続
法
の
特
別
法
と
は
し
な
か
っ
た
可
能
性
な
ど
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
想
像
さ
れ
る
。

(

4

)

被
告
は
、
排
除
措
置
命
令
や
課
徴
金
納
付
命
令
が
、
名
宛
人
か
ら
の
一
切
の
協
力
が
得
ら
れ
な
く
て
も
調
査
し
て
処
分
に
至
る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
税
法
に
お
け
る
更
正
処
分
や
承
認
取
消
処
分
も
ま
っ
た
く
同
じ
事
情
に
あ
る
。
被
告
は
、
更
正
処
分
や
承
認

取
消
処
分
に
あ
た
か
も
そ
の
よ
う
な
事
情
が
な
い
か
の
よ
う
に
主
張
す
る
が
、
明
白
な
誤
り
で
あ
る
。

ま
た
、
本
意
見
書
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
（
不
利
益
処
分
で
は
な
い
た
め
）
、
被
告
が
言
及
す
る
公
文
書
開
示
請
求
の
決
定
処
分
は
、

そ
も
そ
も
、
相
手
方
（
開
示
請
求
者
）
に
対
す
る
調
査
な
ど
行
う
必
要
の
な
い
決
定
で
あ
る
の
で
、
名
宛
人
か
ら
の
協
力
が
得
ら
れ
る
か
否

か
と
い
う
問
題
は
生
じ
得
な
い
。

(

5

)

被
告
公
正
取
引
委
員
会
は
、
あ
た
か
も
排
除
措
置
命
令
や
課
徴
金
納
付
命
令
に
の
み
除
斥
期
間
が
か
か
る
か
の
よ
う
に
記
す
が
、
税
法
上

の
更
正
処
分
に
も
除
斥
期
間
が
あ
る
（
国
税
通
則
法
七

0
条
）
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
除
斥
期
間
が
か
か
る
か
ら
、
理
由
附
記
義
務
違
反
と

い
っ
た
手
統
的
瑕
疵
を
理
由
と
す
る
取
消
判
決
は
制
限
的
に
運
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
考
え
方
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
本

文
で
取
り
上
げ
た
最
判
昭
和
四
七
年
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

(

6

)

以
上
は
、
不
利
益
処
分
の
理
由
附
記
の
事
案
で
あ
る
が
、
申
請
に
対
す
る
処
分
（
拒
否
処
分
）
の
理
由
附
記
事
件
で
も
同
様
で
あ
る
。
相

手
方
が
理
由
を
あ
ら
か
じ
め
聞
い
て
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
関
わ
り
な
い
。
最
判
平
成
四
年
―
二
月
一

0
日

判
例
時
報
一
四
五
三
号
一
―
六
頁
（
東
京
都
情
報
公
開
条
例
事
件
）
は
、
「
公
文
書
の
非
開
示
決
定
通
知
書
に
理
由
付
記
を
命
じ
た
規
定
の

趣
旨
が
前
示
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
す
る
非
開
示
理
由
の
程
度
は
、
相
手
方
の
知
、
不
知
に
か

か
わ
り
が
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
四
五
年
（
行
ツ
）
第
三
六
号
同
四
九
年
四
月
二
五
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
集
ニ

八
巻
―
―
号
四

0
五
頁
参
照
）
」
と
述
べ
る
。

ノ‘

（
つ
づ
く
）


